教職員の負担軽減に関する項目
担任業務や部活動など、校務分掌における担任業務等について、兼務教員に過重な業務負担がかかることのないよう、本務・兼務校の校長が調整を行い、兼務教員の同意を得たうえで実施することを前提としている。
また、指導内容、指導時間数及び兼務教員の同意等について、各市町村教育委員会から提出された兼務内申を精査して兼務発令を行う。

教職員の負担軽減に関する項目
中学校間の兼務の運用にあたっては、小学校間および小中学校間の兼務と同様に、本務・兼務校の校長が調整し、各市町村教育委員会が本務校、兼務校の校長と指導内容、指導時数、校務や休憩時間について協議の上、兼務内申を府教委に提出する。
府教委は各市町村教育委員会からの兼務内申を精査し、本務・兼務校での指導時間の上限はおおむね１５時間であること、休憩時間や移動時間を確保していること、兼務校は１校のみであることなど、一定の基準が満たされていることを確認したうえで認めることとしている。
